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は じ め に 

 

 八女市上下水道局では、安全で良質な水道水を安心してご利用いただくために、水

道用水を供給している福岡県南広域水道企業団と連携を図りながら、一貫した水質管

理を行なっています。 

 水質管理の一環として、水道法で定められている水道水質基準や塩素消毒等の基準

に照らして、水道水等の水質が法令に適合しているかどうかを判定するために行う測

定が水質検査です。これまで行った水質検査の結果を踏まえ、水質管理において留意

すべき事項や検査地点・検査方法・検査項目及び回数等を定めたものが、「水質検査計

画」です。 

 令和６年度八女市水質検査計画では、水道法に基づく法令等の改正や地域特性を踏

まえながら、水質検査を適正に執行するため、次のとおり策定しました。 

 

【各家庭や事業所等に水道水を提供するまで】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北川内低地区 

送水ポンプ場 

東櫛原取水場（水源） 

荒木浄水場（久留米市） 

 

藤山調整池（久留米市） 

八女配水場 

（祈祷院） 

川崎ポンプ場 

（山内） 

川崎配水池 

（山内） 

豊岡ポンプ場 

（北田形） 

豊岡第１配水池 

（黒木町犬山） 

低地区配水池 

立花町配水場 

（立花町原島） 

北山配水池 

北山ポンプ場 

高地区送水ポンプ場 

高地区配水池 

犬山・湯辺田 

山内（一部）・長野地区 

 

北川内地区 

光友地区 

北山・白木（一部）地区

地区 

犬山・湯辺田地区 
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（黒木町中原） 

 
本分・田本地区 

中原地区（ポンプアップ） 

 



- 2 - 

 

１．水質検査計画に関する基本方針 

八女市の水道事業における水質検査計画は、給水する水道水の安全性を的確・迅 

 速に確認するために、水道法の規定により次の基本方針に従って水質管理を行いま

す。（表－１） 

① 水質検査は、水道法で義務付けられた水質基準項目、これを補完する水質管 

 理目標設定項目及び福岡県南広域水道企業団が水質管理上必要と判断した項 

目について行います。 

② 水質検査の回数は、過去の検出濃度などを総合的に考慮し設定します。 

③ 水質検査の地点はコストと安全性の双方の観点より、最も合理的かつ効率的 

 な地点とします。  

④ 水質検査は、原則として水道ＧＬＰ認定を取得している福岡県南広域水道企 

 業団浄水管理課水質センターと「共同水質検査協定」に基づき実施します。 

 【福岡県南広域水道企業団 施設部 浄水管理課水質センター】 

  〒830-0062 久留米市荒木町白口５５番地 

  TEL:0942-27-1563  FAX:0942-27-1795 

   E-maii:suishitsu@sfwater.or.jp ホームページ https//www.sfwater.or.jp/ 

 

２．水道事業の概要 

本市は、平成１８年１０月に上陽町と、平成２２年２月に黒木町、立花町、矢部

村、星野村との大合併を果たし、令和５年３月３１日現在での行政区域内人口は、

６０，６７４人で行政区域の面積は４８２.４４平方キロメートルを有する市となっ

ています。 

八女市の水道事業は、令和元年度末までは、１つの上水道事業と２つの簡易水道

事業で運営していました。上水道事業につきましては、平成２３年４月に上陽町簡

易水道、平成２４年４月に立花町上水道事業を八女市上水道事業へ統合を図り事業

運営を行っています。水源としては、県南の８市３町１企業団で構成された地方公

共団体の機関である福岡県南広域水道企業団からの浄水を受水しています。 

また、簡易水道事業につきましては、平成２５年１１月に黒木町の８地区の簡易

水道事業を統合し黒木地区簡易水道事業として、そして、平成２７年３月には星野

村の５地区の簡易水道事業の統合により星野地区簡易水道事業として事業運営を行

っていましたが、水道事業の将来にわたる経営の健全化を確保するために、令和２

年４月１日に簡易水道事業を上水道事業に統合して事業運営を行っています。 

 

 ☛上水道事業＝給水人口５，０００人を超えて給水する計画の水道事業をいいま

す。 

 ☛簡易水道事業＝給水人口１０１人以上５，０００人以下に給水する計画の水道事

業をいいます。 

 

tel:0942-27-1563
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 （１）給水状況（令和５年３月３１日時点） 

●八女地区（図－１） 

福岡県南広域水道企業団からの配水系統は、久留米市藤山の同企業団の藤山

調整池から浄水を自然流下にて、八女市上水道配水場（八女市祈祷院）の受水

地点で追塩を行ない、 旧八女市の給水区域へ配水しています。また、山内の一

部、長野地区へは川崎ポンプ場で追塩した後、川崎配水池より配水を行ってい

ます。 

   ・計画給水人口        ３０，０００ 人 

   ・現在給水人口               ２９，９６４ 人 

   ・一日最大給水量        ９，２２１ ㎥／日 

   ・一日平均給水量        ７，０５０ ㎥／日 

 

●上陽町地区（図－１） 

    上陽地区は、令和２年４月１日に既設水源（地下水）を廃止し、川崎配水池（八

女市山内）から北川内低地区送水ポンプ場へ送水し、追塩した後、低地区・高地

区配水池より上陽町地区の給水区域へ配水を行っています。 

・計画給水人口         １，３４５ 人 

・現在給水人口         １，２４９ 人 

・一日最大給水量          ５０４ ㎥／日 

    ・一日平均給水量          ４３６ ㎥／日 

 

●立花町地区（図－１） 

立花町地区の水道水も、福岡県南広域水道企業団からの浄水を八女市立花町

配水場（八女市立花町原島）で受水し、追塩した後、光友地区給水区域へ配水

を行なっています。また、北山・白木（一部）地区においては、北山ポンプ場

から北山配水池へ送水し、追塩した後、給水区域へ配水を行なっています。 

・計画給水人口          ３，９００ 人  

・現在給水人口            ３，８９０ 人 

・一日最大給水量            １，４９４ ㎥／日 

・一日平均給水量              ９１４ ㎥／日 

 

  ●豊岡地区（図－１） 

    令和４年度から豊岡地区（犬山、湯辺田）への配水を開始しています。配水

する水道水は、福岡県南広域水道企業団からの浄水で、豊岡ポンプ場（八女市

北田形）から豊岡第１配水池（八女市黒木町本分）へ送水し、追塩した後、犬

山・湯辺田地区へ配水し、また、令和５年度から豊岡第１配水池から豊岡第２

配水池へ送水を行い、追塩した後、本分・田本地区へ水道水の配水を行います。

なお、中原地区おいては豊岡第２配水池からポンプアップにより給水区域へ配

水を行います。 

    ・計画給水人口＝９４０人   ・給水人口＝１７２人 
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（２）施設の概要 

【八女地区】 

施 設 名 八女市上水道配水場（平成２６年度建設） 

事 業 主 体  八女市 

所 在 地 八女市祈祷院３３－４他（県道拡幅工事：移設） 

原 水 種 別  浄水受水（福岡県南広域水道企業団） 

処 理 方 法  追加塩素消毒 

 【上陽地区】 

施 設 名 北川内低地区送水ポンプ場（平成７年度建設） 

事 業 主 体  八女市 

所 在 地 八女市上陽町北川内７９５－１ 

原 水 種 別  浄水受水（福岡県南広域水道企業団） 

処 理 方 法  追加塩素消毒 

 【立花地区】     

施 設 名 八女市立花町配水場（平成４年度建設） 

事 業 主 体  八女市 

所 在 地 八女市立花町原島８０５－５ 

原 水 種 別  浄水受水（福岡県南広域水道企業団） 

処 理 方 法  追加塩素消毒 

 【豊岡地区】 

施 設 名 豊岡ポンプ場（令和３年度建設） 

事 業 主 体  八女市 

所 在 地 八女市北田形５９３－１ 

原 水 種 別  浄水受水（福岡県南広域水道企業団） 

施 設 名 豊岡第１配水池（令和３年度建設） 

所 在 地 八女市黒木町本分（犬山）４４９０－１ 

処 理 方 法  追加塩素消毒 

施 設 名 豊岡第２配水池（令和３年度建設） 

所 在 地 八女市黒木町本分（中原）３００３－１ 

処 理 方 法  追加塩素消毒 

 

３．水源の状況並びに浄水の水質状況 

八女市の水道水は、福岡県南広域水道企業団荒木浄水場（久留米市荒木町）から

浄水を受水し、供給しています。同企業団との共同水質検査の結果、水質基準値を

大幅に下回っており、安全で良質な水道水であるといえます。 

また、過去においても水質の異常は発生していません。（表－２） 

 ※共同水質検査：福岡県南広域水道企業団と平成２５年度から「共同水質検査に関
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する協定書」に基づき、構成団体の給水栓等の水質検査を企業団で行っています。

水質検査業務を共同で実施することにより、相互の水質検査に関する技術協力の向

上、水質管理の強化等を図ることを目的としています。 

「構成団体：久留米市・大川市・筑後市・柳川市・大牟田市・八女市・朝倉市・み 

やま市・大木町・広川町・筑前町・三井水道企業団」 

４．水質検査の項目、検査地点、検査頻度及びその理由 

（１）水質検査を行う項目 

水質検査計画において実施する検査項目については、水質基準項目の検査頻度

の設定理由に基づき、｢安全で良質｣な水道水の供給を行うために、管末付近の給

水栓で以下のとおり実施します。 

・検査項目：水質基準項目（５１項目） 

・検査頻度：月１回、年１回、年４回（表－１）「水質検査項目ごとに水道法に基

づき設定」 

※３年に１回に省略できる水質基準項目においても、安全確認及び水質変動を把

握するため頻度を上げて年１回実施します。 

（２）水質検査試料採水地点（図－２） 

   水質検査の試料採水地点は下記の１０か所の給水栓で行います。 

①  八女市室岡地内  

②  八女市立花町北山地内 

③  八女市立花町谷川地内 

④  八女市忠見地内 

⑤  八女市山内地内 

⑥  八女市上陽町北川内地内（打越） 

⑦  八女市上陽町北川内地内 

⑧  八女市黒木町湯辺田地内 

⑨  八女市黒木町田本地内 

⑩  八女市黒木町中原地内 

また、水道法で定められている一日一回以上行う「色・濁り・消毒の残留効果」

の水質検査は１０地点の管末付近の給水栓で実施し記録します。（図－３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な水質検査 

水道法で検査が義務

付けされている項目 

水質管理上必要と判

断した項目 

毎日検査項目（3 項目） 

水質基準項目（51 項目） 

その他独自に設定した項目 

水質管理目標設定項目 
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５．臨時の水質検査に関する事項 

臨時の水質検査は次のような場合に行います。水道水が水質基準に適合しない恐

れがあるときや、水道水の水質基準超過が継続することにより人の健康を害する恐

れがあるときに、臨時の水質検査を行います。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき。 

  （例：集中豪雨、渇水及び原因不明等により色、濁り及び臭気等に著しい変化が 

生じた場合） 

  （２）水源に異常があったとき。 

  （例：魚等が死んで多数浮上した場合や油膜及び汚泥等の汚物を発見した場合） 

（３）給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき。 

  （例：クリプトスポリジウム等による水系感染症が発生した場合） 

（４）浄水過程に異常があったとき。 

  （例：浄水処理の不具合に伴う濁度の上昇等） 

（５）配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れのあるとき。 

 （例：送水管における急激な流速の変化に伴う赤水等の発生） 

（６）その他、特に必要があると認められるとき。 

６．水質検査の方法及び検査頻度 

水質検査の方法については、水質基準項目は「水質基準に関する省令の規定に基

づき厚生労働省が定める方法」により実施します。 

また、検査項目、各項目の検査頻度及び頻度の選定については、水道法に定めた

水質検査計画表のとおりです。（表－１） 

   なお、検査実施については、地方公共団体の機関である福岡県南広域水道企業団

（水道ＧＬＰ認定）との「共同水質検査協定」に基づき実施します。 

※「水道ＧＬＰ（Good Laboratory Practice）とは、水道水の水質検査のための規格 

として第三者機関（社）日本水道協会）によって認定業務が行われています。」 

７．水質検査計画及び水質検査結果の公表の方法 

  水道法の定めにより策定した水質検査計画は毎事業年度の開始前に『八女市上 

 下水道局窓口』『黒木支所上下水道係窓口』『星野支所建設産業係窓口』『八女市ホ 

 ームページ』で公表します。 

【ＨＰアドレス：http://www.city.yame.fukuoka.jp/】 

 

８．水質検査計画の見直し 

  水質検査計画は、過去に行った水質検査結果を水質基準値やその他の目標値と照

らし合せ、必要な検査場所、検査項目及び検査回数など毎年見直しを行います。ま

た、水道需要者から頂いた水質検査計画（案）に対する意見も反映していきます。 

 

 

 

 

http://www.city.yame.fukuoka.jp/
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９．水質検査の精度と信頼性保証 

  水道水の安全性を保証（品質保証）するためには、精確で信頼性の高い検査結果

が常に得られなければなりません。精確で信頼性の高い水質検査結果とは、誤差や

バラツキの少ない検査結果ということであり、これらをできるだけ少なくするため

には、水質検査の精度を定められた方法で確認を行なうことが必要です。このこと

を精度管理といいます。 

水質検査は、厚生労働省が定めた水質検査法により行い、その検査精度として、

水質基準値の１０分の１の値を正確に測定できることが求められています。八女市

では、水質検査の精度を確保でき水質検査の体制と技術が一定水準以上であること

を証明できる福岡県南広域水道企業団施設部浄水管理課水質センター（水道ＧＬＰ

認定）との「共同水質検査協定」に基づき実施します。 

 

１０．関係者との連携について 

八女市では、水質事故等に素早く対応するために、関係機関との連絡体制を密に

行い、関係団体との情報交換や検討委員会等へ参画し、広く連携を図っていきます。 

（関係機関） 

◆福岡県南広域水道企業団（8 市 3 町 1 企業団） 

◆福岡県（福岡県県土整備部水資源対策課水道整備室） 

◆（公社）日本水道協会 

◆厚生労働省 など 

 

（参考資料） 

☛水質基準項目（51 項目）の説明 

☛水道用語集 

 

※水質検査計画について、ご意見・ご要望などがございましたら、上下水道局上水

道工務係へご連絡をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県八女市建設経済部上下水道局 

〒８３４－８５８５ 

福岡県八女市本町６４７番地 

ＴＥＬ：０９４３－２３－１１０７（上水道工務係） 

Ｆ：Ｘ：０９４３－２３－７０３１ 

E-mail:suidou@city.yame.lg.jp 

 


